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三重県新型コロナウイルス「緊急警戒宣言」 
 
県内の感染者数は、３月下旬から増加傾向となり、４月以降も高い水準で推移しています。
特に重症者数が急増し、重症者用病床占有率は２０％を超えており、病床占有率も 50％
を超えている状況です。 

 
  重症化は言うまでもなく、感染された方の命の危機に直結します。 
さらに重症者の治療には人員、設備など様々な面で医療機関に負担がかかり、これ以上

重症者が増加すると、比較的症状の軽い方の治療や、通常の医療にも影響が及びかねず県
民の皆様の命にかかわる危機的な状況となります。 
 
また、感染力が強く、重症化しやすいと指摘されている変異株による感染者が増加し、急

速に従来株と置き換わりつつあります。死亡事例が発生するとともに、クラスターの中にも感
染者が含まれるなど、変異株に対する最大限の警戒が必要です。 
 
併せて、年末年始の移動による感染を十分に抑えきれなかったため、１月に入り感染者が

増加し、第 3波の長期化につながったことも教訓とする必要があります。 
 
感染者数が増加傾向となった 3月下旬以降においては 

・県外が感染経路と考えられる感染が多数発生 

・寮における共同生活、勤務後の懇親会などを含む事業所に関連するクラスターが複数発生 

・外国人住民の方の感染が多数発生 

といった傾向がみられます。 
 
  県外においては、生活文化圏を共有する名古屋市がまん延防止等重点措置の対象区域
となり、隣接している奈良県や和歌山県において４月以降１日あたりの感染者数が過去最多
となるなど、近隣県でも感染状況の悪化がみられ、警戒を強める必要があります。 
 
  こうした状況を受け、県民の皆様のかけがえのない命を守り、必要な方が必要な医療を受
けられる体制を確保できるよう、『三重県指針』ver．１０を緊急的に強化し、 

 “三重県新型コロナウイルス 「緊急警戒宣言」”  を発出します。 
 

１．特にお願いしたい感染防止対策 

    「三重県指針」ver.10 におけるお願いに加え、特に以下の感染防止対策の徹底をお願

いします。 

 （１）県民の皆様へ 

  ①移動の自粛 

   ○県境を越える移動は、生活の維持に必要な場合を除き、避けてください。   

【特措法第 24条第 9項に基づく協力要請】 

   ○県外への通勤についても、可能な限り在宅勤務（テレワーク）などにより、往来の機会

の低減をお願いします。 

   ○県外へ帰省される場合は、感染が特に拡大している地域1への帰省は避けていただき、

それ以外の地域に帰省される場合は、帰省前から感染防止対策を徹底いただき、体調

が悪い場合は移動を避けてください。 

   ○イベントや集客施設など不特定多数の人が集まる場に行くことは慎重に検討してくだ

さい。 

                                                      

1 まん延防止等重点措置対象区域、飲食店等への営業時間短縮要請がなされているエリア 
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  ②感染防止対策の徹底 

   ○「大人数や長時間におよぶ飲食」といった場面は、感染のリスクが高まりますので、同

居家族以外の方との飲食は少人数・短時間とし、2次会などは避けてください。   

     また、少人数、短時間の飲食であっても、特に飛沫感染に注意するなど感染防止対策

を徹底してください。                 【特措法第 24条第 9項に基づく協力要請】 

   ○体調に異変を感じた場合は、出勤や通学などの外出や人との接触を避けるとともに、

家庭内でも家族とは別室で過ごす、マスクを着用するなど対策をお願いします。併せて、

早期にかかりつけ医等身近な医療機関に相談してください。かかりつけ医が無い場合

や相談先に迷う場合は、「受診・相談センター」に相談してください。 

 

  （2）県外の皆様へ 

   ○生活の維持に必要な場合を除き三重県への移動を避けていただくようご協力をお願

いします。 

   ○感染が特に拡大している地域 1からの帰省については避けていただくよう協力をお願

いします。それ以外の地域から帰省される場合は帰省の前から感染防止対策を徹底

いただき、体調が悪い場合は移動を避けてください。 

※県民の皆様におかれましては、こうした要請を県外のご家族やご友人にお伝えください。 

 

  （3）事業者の皆様へ 

   ○食事や休憩、勤務後の懇親会など「居場所の切り替わり」の場面、寮における共同生

活など勤務時間外も含め、従業員に対し、感染防止対策について周知・徹底してくだ

さい。併せて、体調不良の場合に直ちに帰宅させ、受診を勧めるなど従業員の健康管

理や、事務所や工場のみではなく食堂や休憩所、喫煙室なども含めた感染防止対策

を徹底してください。                 【特措法第 24条第９項に基づく協力要請】 

   ○飲食店においては、これまでも感染防止対策を徹底していただいているところですが、

改めて、感染拡大予防ガイドラインを遵守いただき、「アクリル板の設置または座席間

隔の確保」、「手指消毒の徹底」、「マスク着用の呼びかけ」、「換気の徹底」などの対

策を徹底してください。               【特措法第 24条第９項に基づく協力要請】 

   ○特にカラオケ等の歌唱を伴う飲食店や接待を伴う飲食店については、これまでもクラス

ターが発生しており、仮に感染者が発生した場合に迅速に接触者を特定し、感染拡大

を防ぐため、利用者名簿の作成など連絡先の把握をお願いします。 

○飲食店やイベントにおいては、可能な限り利用者の連絡先の把握や「安心みえる

LINE」の活用促進をお願いします。 

   ○外国人生徒のいる教育機関や外国人を雇用する事業者等の皆様におかれましては、

生活様式や文化の違いなども考慮した感染防止対策等について外国人の方への丁

寧な周知をお願いします。多言語や、やさしい日本語での感染防止対策等の情報につ

いては、三重県ホームページ2、三重県情報提供ホームページ「MIE INFO」3や、厚生

労働省4、内閣官房ホームページ5などにも掲載されていますので、参考としてください。 

 【特措法第 24 条第９項に基づく協力要請】 

                                                      
2 三重県ホームページ「外国人住民のみなさまへ For foreign residents」（https://www.pref.mie.lg.jp/ 

YAKUMUS/ HP/covid19info-jp.htm） 
3 三重県情報提供ホームページ「MIE INFO」（https://mieinfo.com/ja/） 
4 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について（https://www.covid19-info.jp/） 
5 内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策（https://corona.go.jp/） 
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   ○感染が特に拡大している地域 1 との出張などによる往来については、移動の必要性に

ついて今一度検討し、オンライン会議等の活用をお願いします。 

○ローテーション勤務や時差出勤、自転車通勤、オンライン会議ツールの活用等、接触機 

会低減の取組に加え、在宅勤務（テレワーク）の推進により、可能な限り出勤者の５割

削減に取り組んでください。 

○イベントを主催される方におかれましては、ゴールデンウィーク期間中も含め、参加人

数の制限や入場整理など「三重県指針」ver.10 における開催基準の遵守や感染防止

対策の徹底をお願いします。 

   ○大規模小売店や商業施設において、ゴールデンウィーク期間中に集客イベントを実施

する場合は、人数制限等、感染防止対策の徹底をお願いします。 
 

２．偏見や差別の根絶について 

    感染された方やそのご家族、仕事や通勤等やむを得ない事情で県外から来県される方、

治療にあたっている医療従事者、外国から帰国された方、日本に居住する外国人の方が

差別や偏見にさらされることがないよう、偏見・差別につながる行為、人権侵害、誹謗中傷

等は絶対に行わないでください。 
 
  以上について、短期に集中して対策に取り組み、感染拡大を抑えるため、 

令和３年 4月２０日（火）から５月５日（水）まで 
  を協力要請期間とします。 

  なお、感染状況が早期に改善した場合は、期限を待たず解除します。 

 

３．三重県が実施する対策 

 （１）医療提供体制 

  ①病床・宿泊療養施設の確保 

・医療機関の負担軽減を図るため、新たな宿泊療養施設を確保し、宿泊療養体制を強化 

・宿泊療養施設への入所については、地域の感染状況に応じて一定の条件を満たす場

合には、直接入所を可能とするなど、宿泊療養施設のさらなる活用を推進 

・増加傾向にある重症患者について、関係医療機関に対し受入体制の整備を依頼 

・医療機関との継続的な調整により、段階的に病床追加（現在は３９２床の病床を確保） 

 

  ②ワクチン接種体制の整備 

   ・医療従事者等への接種について、引き続き県内各地域の病院、医師会、関係団体、市

町等と連携し、接種が円滑かつ迅速に進むよう支援を実施 

   ・高齢者を対象とした住民接種について、円滑にワクチン接種できるよう、引き続き実施

主体となる市町への支援を実施 

   ・県民の皆さんが安心してワクチンを接種できるよう、新型コロナウイルスワクチンポータ

ルサイト等で、ワクチンに関する情報を発信するとともに、ワクチン接種に関する相談窓

口を開設 

「みえ新型コロナウイルスワクチン接種ホットライン」  

        電話 059-224-2825    午前９時～午後９時             

「みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル」（多言語対応） 

電話 080-3123-9123  午前９時～午後５時（月曜～金曜、日曜）  
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 （２）まん延防止 

  ①検査体制の強化 

   ・従来型に比べて感染力が強いとされる変異株による感染拡大を防ぐため、接触機会等

の感染経路の特定に至るまでであっても、感染者が発生した集団等との関連性が疑わ

れる他の集団等に対して、早期に戦略的かつ機動的に検査できるよう体制を強化 

  ②クラスター発生時の早期介入 

   ・クラスターの発生場所が多様化しており、感染力の強いとされる変異株による感染者が

含まれる事例もみられることから、感染状況をモニタリングし、早期探知によるクラスター

の封じ込め対策を実施 

   ・保健所や厚生労働省クラスター対策班と連携した、封じ込め対策の立案や感染経路の

解明 

  ③変異株スクリーニング検査 

・変異株に的確に対応するため、県保健環境研究所において、陽性を確認した検体すべ

てについて変異株のスクリーニング検査を実施 

  ④外国人住民への周知・啓発及び多言語支援 

   ・言葉の壁等により情報が届きにくい外国人住民の方々に対しては、情報がしっかりと伝 

わるよう、市町と情報共有を図り注意喚起に取り組むとともに、多文化共生に関わる市

民団体と連携し、団体が持つ知見やネットワークを活用して啓発を実施 

   ・感染者発生時には迅速に通訳派遣を行うなど、感染者の不安解消や感染拡大防止に

多言語で対応 

 

 （３）事業者支援 

  ①飲食店等の感染防止対策の確認・安心利用のための認証制度の創設 

   ・新たに開業を予定している飲食店等や、接待を伴う飲食店等クラスター発生リスクの高

い施設を対象に、感染防止対策の現地確認および啓発を 4月中に開始 

   ・県民が安心して飲食店等を利用できるよう、現地確認を含めた感染防止対策に関する

認証制度を創設し、５月中にも取組を開始 

  ②更なる感染防止対策に取り組む事業者への支援 

   ・顧客や従業員の感染防止に向けて対策を行っている事業者が、さらに有効な対策を行

えるよう、５月中にも感染防止対策のアドバイザー派遣や必要な感染対策の取組支援

を実施 

 

  本県においては、感染者の増加傾向が続く中、重症者が急増し、大変厳しい状況にありま

す。これからゴールデンウィークを迎える中、大変心苦しい限りですが、現状に鑑み、医療提供

体制を維持し、皆様の命と健康を守るため、再び県民、事業者の皆様に強く感染防止対策を

お願いすることとさせていただきました。 

  私たちは、第１波、第２波、第３波を乗り越えてきた中で、様々な我慢をし、苦しい思いをした

後には、必ず結果に結びつくという経験をしています。こうした経験を力にして、第４波におい

てもしっかりと対策をとることにより、波を小さく、早く収束させることができると信じています。

県民、事業者の皆様には今一度、一緒に取り組んでいただきますようお願いいたします。 

 

令和３年４月１９日 

三 重 県 知 事   鈴 木  英 敬 


